
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日
提
出

質

問

第

一

〇

七

号

国
土
交
通
省
の
「
社
会
保
険
の
加
入
に
関
す
る
下
請
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

升

田

世

喜

男
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国
土
交
通
省
の
「
社
会
保
険
の
加
入
に
関
す
る
下
請
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

内
閣
衆
質
一
九
二
第
七
三
号
（
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
）
の
答
弁
書
に
は
、
「
建
設
国
保
（
国
民
健
康
保
険
組
合
が

運
営
す
る
国
民
健
康
保
険
）
に
加
入
し
て
お
り
協
会
け
ん
ぽ
、
組
合
管
掌
健
康
保
険
の
適
用
除
外
承
認
を
受
け
厚
生
年
金
保
険

に
加
入
し
て
い
る
作
業
員
（
雇
用
保
険
は
加
入
し
て
い
る
）
及
び
個
人
事
業
所
五
人
未
満
の
作
業
員
（
雇
用
保
険
は
加
入
し
て

い
る
）
は
現
場
入
場
を
認
め
な
い
と
の
取
扱
い
と
す
べ
き
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
あ
る
が
、
作
業
現
場
で
は
企

業
担
当
者
か
ら
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
現
場
作
業
員
の
法
定
福
利
費
算
出
手
続
き
の
煩
雑
さ
等
の
理
由
に
よ
り
「
協
会
け
ん

ぽ
に
加
入
す
る
よ
う
に
」
と
の
誤
っ
た
指
導
が
一
部
で
行
わ
れ
て
い
る
。

次
の
事
項
に
つ
い
て
再
質
問
す
る
。

一

政
府
は
経
営
事
項
審
査
を
取
り
扱
う
行
政
機
関
や
、
元
請
企
業
、
下
請
企
業
、
二
次
下
請
企
業
等
に
対
し
健
康
保
険
適
用

除
外
事
業
所
の
取
り
扱
い
に
対
し
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
正
し
い
知
識
の
周
知
を
行
う
の
か
。

二

事
業
者
で
あ
る
一
人
親
方
（
市
町
村
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
組
合
、
六
十
歳
未
満
は
国
民
年
金
に
加
入
し

て
い
る
者
）
で
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
な
い
者
は
現
場
入
場
制
限
を
受
け
な
い
対
象
者
か
。

三

個
人
事
業
所
五
人
未
満
の
事
業
主
（
市
町
村
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
組
合
、
六
十
歳
未
満
は
国
民
年
金
に

一



加
入
し
て
い
る
者
）
は
現
場
入
場
制
限
を
受
け
な
い
対
象
者
か
。

右
質
問
す
る
。

二


